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新型コロナウイルス感染症患者重点医療機関における 

新型コロナウイルス感染症疑い患者の取扱いについて 

 

 

医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等については、令和

2年 6 月 22 日付け「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備に

ついて」（健Ⅱ188F）においてお知らせしているところです。 

今般、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症患者重点医療機関における新型

コロナウイルス感染症疑い患者の受け入れに関する考え方が整理され、別添のとおり

厚生労働省より各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部（局）宛て事務連絡が

なされましたのでご連絡申し上げます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及

び会員に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。 
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事 務 連 絡 

令和２年８月１２日 

 

都道府県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局）御中 

特 別 区 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者重点医療機関における新型コロナウイルス 

感染症疑い患者の取扱いについて 

 

医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等については、

「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」（令

和２年６月 19日付け事務連絡）等において示しているところです。 

今般、新型コロナウイルス感染症患者重点医療機関（以下「重点医療機関」と

いう。）における新型コロナウイルス感染症疑い患者の受入れについて、下記の

とおり考え方を整理しましたので、本事務連絡等を参考に必要な対応を行うよ

うお願いします。 

  

記 

 

○  新型コロナウイルス感染症が疑われる患者（以下「疑い患者」という。）に

ついては、新型コロナウイルス感染症と診断された患者と同等の感染管理が

求められ、さらに、確定診断がつくまでの間は、原則として個室での受入れ

が必要となることから、都道府県においては、新型コロナウイルス感染症患

者受入医療機関とは別途、新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を

設定して患者を受け入れ、必要な医療を提供する協力医療機関（以下「疑い

患者受入協力医療機関」という。）を、人口規模等を考慮し、複数箇所確保す

ることを推奨してきたところです。 

 

※ なお、新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備に当たっては、１つ

の医療機関が重点医療機関及び疑い患者受入協力医療機関の両方の機能を

担うことも考えられます。 
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○ その際、地域の医療資源が乏しい等、疑い患者用の病床確保が困難である場

合には、PCR検査等の結果が判明していないが、新型コロナウイルス感染症の

感染が疑われる患者及び新型コロナウイルス感染症に感染している蓋然性が

高い疑い患者の受入れが課題になることも想定されることから、これらの患

者を、院内感染対策を効率的に実施するため、当該病棟に新型コロナウイルス

感染症患者を集約し、ゾーニング等の感染対策や専任の人員体制を効率的に

実施していただくことを想定している重点医療機関の専用病棟で受け入れる

ことを妨げるものではありません。 

 

○  ただし、当然ながら、いずれの患者についても、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第 12条第１項

の疑似症の届出が出されている必要があるとともに、重点医療機関の専用病

棟において、新型コロナウイルス感染症患者のために用意しているゾーニン

グとは別に、疑い患者のためのゾーニングを実施する等、感染対策を適切に

実施することが重要です。特に、疑い患者については、新型コロナウイルス

感染症に感染しているとは限らないため、疑い患者同士であっても一律の扱

いとするのではなく、疑い患者専用の個室を疑い患者ごとに用意するととも

に、疑い患者ごとに必要なゾーニング等の感染対策を実施する等、より一層

の感染対策を実施することが重要です。 

 また、重点医療機関の専用病棟に入院した疑い患者が、PCR 検査等の結果

等から新型コロナウイルス感染症患者ではないことが明らかとなった場合

には、速やかに専用病棟から別の病棟に退棟させることを徹底する必要があ

ります。 

 

○  都道府県においては、重点医療機関の専用病棟で疑い患者の受入れを行う

場合には、予め疑い患者用の病床数を定めておく等、新型コロナウイルス感

染症患者のために確保している病床数を適切に把握するようお願いいたし

ます。 


